
- 細則 1 -

別記第１２号様式（細則第１５条関係）
その２（動物駆逐用以外の煙火に係る場合）

煙 火 消 費 計 画 書

煙 火 消 費 の 日 時 年 月 日から 日間 時から 時まで

雨天等で中止の場合 年 月 日から 日間延長 以後中止

消 費 場 所 の 地 形 河川・港・グランド・湖沼・その他( )

煙 火 打 揚 業 者

煙 火 販 売 業 者

煙 火 製 造 業 者
種 類 単 打 早打ち ｽﾀｰﾏｲﾝ 水 中 地 割 信 号 計
打揚げ・仕掛けの区分 打 揚 煙 火 仕 掛 煙 火

6 cm(2号) 個 個 個 個 個 個 個 個 個
消

7.5cm(2.5 号）

費 9 cm(3号)

12 cm(4号)
煙

15 cm(5号)

火 18 cm(6号)

21 cm(7号)
の

24 cm(8号)

数 30 cm(10 号）

量
計

仕 掛 け

消 費 の 方 法

安 全 距 離 打揚場所から立入禁止区域まで最低 ｍ

警戒員 人
警 戒 方 法

消防車 有・無 台

備 考

注 １ 「消費の方法」欄には、煙火置場の構造、打揚煙火の消費順序等を記載すること。
２ 「仕掛け」の欄には、煙火玉以外の仕掛煙火の内容を具体的に記載すること。

添付書類
１ 消費場所の位置図（５万分の１）及び付近見取図
２ 土地使用承諾書
３ 打揚業者との契約書の写し
４ 危害予防の方法を記載した書類
５ 従事者名簿 （日本工業規格 Ａ４）


